
次の対象区域において，建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく認定をしま

したので，同条第６項の規定に基づき公告します。 

 その関係図書は，京都市都市計画局建築指導部建築指導課において，一般の縦覧に

供します。 

  平成２２年１２月８日 

京都市長 門川 大作   

認定番号 認定年月日 対象区域 

１１－０１１ 
平 成 ２ ２ 年

１ ２ 月 ８ 日 

京都市伏見区小栗栖中山田町２１番地の１，２１番地

の４から２１番地の１２まで，２１番地の１７の一部，

２１番地の１９，５３番地の１，５３番地の４から５

３番地の７まで，５４番地の３から５４番地の５まで，

５４番地の７，５４番地の１２から５４番地の１７ま

で，５５番地，５５番地の５，５５番地の７の一部，

５５番地の８から５５番地の１０まで，１２１番地か

ら１２４番地まで，１３１番地から１３５番地まで，

１３７番地，１３８番地，１４１番地から１４８番地

まで，１５０番地及び１５１番地，同区桃山町山ノ下

６４番地の３，６５番地，６５番地の４，６６番地の

５から６６番地の７まで，６８番地，９０番地，９３

番地の一部，９４番地の一部及び９５番地の一部並び

に同区石田川向５４番地の３，５５番地の３，５５番

の５，５５番の６，５７番の７から５７番地の９まで，

７０番地及び７４番地 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


